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消
費
税
法
別
表
第
二
第
六
号
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
定
め
る
資
産
の
譲
渡
等
及
び
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定
め
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平
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六
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号 

 

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
別
表
第
一
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
の
定
め
る

資
産
の
譲
渡
等
及
び
金
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。   

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
別
表
第
二
第
六
号
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
定
め
る
資
産
の

譲
渡
等
（
以
下
「
資
産
の
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
等
と
し
、
同
号

に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
定
め
る
金
額
は
、
当
該
資
産
の
譲
渡
等
の
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。   

一 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第

七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号

（
療
養
の
給
付
）
の
規
定
に
基
づ
く
食

事
療
養
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
入

院
時
食
事
療
養
」
と
い
う
。
） 

同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
（
入
院
時
食
事
療
養
費
）
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
る

金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七

年
法
律
第
八
十
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
、
入
院
時
食
事

療
養
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
、
当
該
基
準
と
異
な
る
基
準
が
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
令
に
基
づ
き
定
め

ら
れ
て
い
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
金
額
） 

二 

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
生
活
療
養

に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
入
院
時
生

活
療
養
」
と
い
う
。
） 

同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）
の

規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ

れ
る
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
の

法
令
に
基
づ
き
、
入
院
時
生
活
療
養
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
、

当
該
基
準
と
異
な
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
法
令
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
に
よ
り
算
定

さ
れ
る
金
額
） 

三 

資
産
の
譲
渡
等
を
受
け
る
者
の
選

定
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定

療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
四
百
九
十
五
号
）
第
二
条
各
号
（
選

定
療
養
）
に
掲
げ
る
資
産
の
譲
渡
等
に

該
当
す
る
も
の 

健
康
保
険
法
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
（
保
険
外
併
用
療

養
費
）
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
基
づ
く
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養

に
あ
つ
て
は
同
法
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
（
保
険
外
併
用

療
養
費
）
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

よ
り
算
定
さ
れ
る
金
額
、
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
く

療
養
の
給
付
及
び
療
養
費
の
支
給
に
係
る
療
養
に
あ
つ
て
は
当

該
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
同
法
第
二
十
二
条
（
診
療

方
針
及
び
診
療
報
酬
）
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
金
額
） 

 

  


